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◎開 会  午後３時３０分 

○議長 

ただ今から、令和６年第２回印西地区衛生組合議会定例会を開会いたします。 

本定例会における議員定数は５名、本日の出席議員数は４名、よって、定足数に達しておりますので、

令和６年第２回印西地区衛生組合議会定例会は成立いたしました。 

 

◎開 議  午後３時３１分 

○議長 

直ちに、本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりでございます。 

なお、発言に際しては、明瞭に発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

では始めに、橋本管理者より挨拶をいただきます。 

 

◎管理者挨拶 

○管理者 

はい。 

○議長 

橋本管理者。 

○管理者 

本日、令和６年第２回印西地区衛生組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さまには、ご

多忙の中、ご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

また、皆様には、日頃より、本組合の事業運営に、格別のご理解、ご協力をいただいておりますことに、

改めて感謝を申し上げます。 

なお、本組合の正・副管理者でございますが、板倉前管理者の任期満了に伴い、先ほどご紹介いただき

ましたが、私と、藤代印西市長とで、互選協議をさせていただきまして、その結果、先週１６日に、私が、

管理者として、また、藤代印西市長を副管理者として、決定をさせていだきました。 

私と致しましては、藤代副管理者と力を合わせ、現施設の安定稼働、次期し尿処理施設建設事業の遂行

に万全を期して、取り組んでまいる所存でございますので、議員の皆様には、引き続き、組合の事業運営

に、ご協力、ご支援、お力添えをいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

さて、本日、私から提案させていただく議案でございますが、 

報告第１号 繰越明許費繰越計算書について 

報告第２号 事故繰越し繰越計算書について 

議案第１号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事

務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

議案第２号 印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例 

議案第３号 令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

議案第４号 汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について 
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認定第１号 令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

以上、７件となります。 

詳細につきましては、事務局から説明をさせていただきますので、よろしくご審議いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長 

ありがとうございました。 

 

◎諸般の報告 

○議長 

これより、諸般の報告をいたします。 

２番、      におかれては、ご自身の体調不良のため本定例会を欠席される旨の届け出がござい

ました。 

また、監査委員より定例監査及び現金出納検査結果の報告がありました。 

こちらは、お手元に配布の印刷物により報告に代えさせていただきます。 

 

◎議席の指定 

○議長 

日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、印西地区衛生組合議会会議規則第４条第１項の規定により、お手元に配布しました議席表のと

おり指定いたします。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、印西地区衛生組合議会会議規則第９６条の規定により、１番     及び、４番      

を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長 

日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

これに、ご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 

「異議なし」と認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日限りに決定いたしました。 
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◎副議長の選挙 

○議長 

日程第４、副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推薦にした

いと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 

「異議なし」と認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 

「異議なし」と認めます。 

よって、指名の方法は、議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、副議長に、栄町議会選出議員の            を指名いたします。 

お諮りいたします。ただ今、指名いたしました      を、副議長選挙の当選人と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 

「異議なし」と認めます。 

よって、      が、副議長に当選されました。 

ただ今、副議長に当選されました      が議場におられますので、印西地区衛生組合議会会議規

則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

ここで、副議長就任のご挨拶をいただきます。 

○副議長 

はい。 

○議長 

４番、      。 

○副議長 

改めまして、こんにちは。    でございます。 

前回に引き続き、副議長にご選任をいただき、誠にありがとうございます。 

私と致しましては、新しい新規の建設工事が進む中、今後とも、米井議長の補佐を申し上げ、議会の円
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滑な運営と組合のさらなる発展のため、精一杯、取り組んでまいりたいと思います。 

これからも、皆様のご支援、よろしくお願いいたします。 

○議長 

ありがとうございました。 

 

◎議案の送付 

○議長 

次に、管理者から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。 

 

◎報告第１号 

○議長 

日程第５、報告第１号「繰越明許費繰越計算書」について報告を求めます。 

○ 

はい、議長。 

○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、報告第１号「繰越明許費繰越計算書について」の、報告理由及び内容についてご説明いたし

ます。 

本件は、令和６年第１回定例会、議案第３号、「令和５年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第４

号）」において、ご承認いただきました、３款「衛生費」、１項「清掃費」の『次期し尿処理施設建設事業

に係る地元振興策負担金』の一部を繰越明許費として、１,１９９万円を令和６年度に繰り越しをいたし

ましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告するものでございます。 

なお、繰越理由であったバックホー納品の遅れにつきましては、令和６年６月に地元、須賀新田区へ納

品され、繰越明許費である購入費１,１９９万円を８月３０日に支出しております。 

以上、繰越明許費についての報告とさせていただきます。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

以上で報告第１号「繰越明許費繰越計算書について」を終わります。 

 

◎報告第２号 

○議長 

日程第６、報告第２号「事故繰越し繰越計算書」について報告を求めます。 

○ 

はい、議長。 
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○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、報告第２号「事故繰越し繰越計算書について」の、報告理由及び内容についてご説明いたし

ます。 

本件は、先ほどの報告第１号と同様、３款「衛生費」、１項「清掃費」の『次期し尿処理施設建設事業

に係る地元振興策負担金』の一部につきまして、須賀新田区において、ごみ集積所の設置、倉庫建設、並

びに倉庫搬入路舗装の工事が、天候不順により遅れが生じたため、合計７０１万９,４３０円を令和６年

度に繰り越しいたしましたので、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、報告するものでござ

います。 

なお、これらは、令和６年６月までに完了し、当該工事費７０１万９,４３０円を７月１９日に支出し

ております。 

以上、事故繰越しについての報告とさせていただきます。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

以上で報告第２号「事故繰越し繰越計算書について」を終わります。 

 

◎議案第１号 

○議長 

日程第７、議案第１号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町

村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について」を議題とし、本案について提案

理由の説明を求めます。 

○ 

はい、議長。 

○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、議案第１号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町

村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について」提案理由及び内容の説明をさ

せていただきます。 

始めに、提案理由でございますが、千葉県市町村総合事務組合の組織団体である布施学校組合が令和７

年３月３１日をもって解散することにより、当総合事務組合を組織する地方公共団体の数が減少すると

ともに、当総合事務組合規約の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。 

続きまして、内容でございますが、新旧対照表をご覧ください。 

ただ今、ご説明いたしましたとおり、布施学校組合が解散するため、当総合事務組合の規約中から、布
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施学校組合を削るものでございます。 

以上、議案第１号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総

合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について」の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第１号を採決いたします。 

議案第１号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事

務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について」を原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

 

〔全員 挙手〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、議案第１号「千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村

総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について」は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎議案第２号 

○議長 

日程第８、議案第２号「印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条

例」を議題とし、本案について提案理由の説明を求めます。 

○ 

はい、議長。 

○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、議案第２号「印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条
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例」について、提案理由及び内容の説明をさせていただきます。 

始めに、提案理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）により、懲

役及び禁錮が廃止となり、これらに代えて拘禁刑が創設され、同法が令和７年６月１日に施行されること

に伴い、所要の改正を行う必要が生じるため、提案するものでございます。 

続きまして、内容についてでございますが、新旧対照表をご覧ください。第１６条中の「懲役」を「拘

禁刑」に改めるものです。 

なお、附則では、施行期日を「刑法等の一部を改正する法律」と同日とし、また、施行前にした行為の

処罰については、従前の例によると、経過措置を設けております。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第２号を採決いたします。 

議案第２号「印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例」を原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、議案第２号「印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例」

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第３号 

○議長 

日程第９、議案第３号「令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第１号）」を議題とし、本案

について提案理由の説明を求めます。 

○ 

はい、議長。 
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○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、議案第３号、令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第１号）について、提案理由

及び内容の説明をさせていただきます。お手元の補正予算書の１ページをお開き下さい。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３,３１４万２千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億４,８９２万７千円とするものでございます。 

また、第２条で継続費の変更について、第３条で地方債の変更について規定しております。 

始めに、３ページ、第２表「継続費補正」について、ご説明いたします。 

次期し尿処理施設建設事業の継続費でございますが、建設工事の詳細設計が出来上がり、各年度の工事

内容が定まったことに伴い、総額及び各年割額を変更するものでございます。 

なお、１１ページには、変更後の継続費について、各年度の支出額や支出予定額などを記載しておりま

す。 

また、補助資料４におきまして、継続費の内訳として、施工監理業務委託、旧し尿処理施設解体工事、

汚泥再生処理センター建設工事、それぞれの年割額について記載しております。 

続きまして、４ページ、第３表「地方債補正」について、ご説明いたします。 

地方債の内容でございますが、次期し尿処理施設建設事業の借入額につきまして、継続費同様、建設工

事の詳細設計が出来上がったことに伴い、これに応じて借入限度額を変更するものでございます。 

なお、起債の方法、利率、償還の方法については、変更ございません。 

続きまして、歳入歳出予算の補正内容について、事項別明細書によりご説明いたします。 

８ページ、歳入をご覧ください。 

１款「分担金及び負担金」、１項「分担金」、１目「衛生費分担金」でございますが、１節「清掃費分担

金」を４,６２０万９千円減額するものでございます。 

こちらは、印西市及び栄町からの分担金でございます。 

７ページの上段、歳入の表をご覧いただきますと、補正額として、３款「国庫支出金」が、１,７４５

万９千円減額、５款「繰越金」が、８９２万６千円増額、７款「組合債」が、２,１６０万円増額する見

込みでございます。 

また、下段、歳出の表においては、補正額として、歳出見込額が合計で、３,３１４万２千円減額とな

ります。 

このようなことから、歳入と歳出の合計額を同額とするよう、分担金額を４,６２０万９千円減額する

ものでございます。 

８ページに戻りまして、分担金の内訳でございますが、経常経費分が１千円の減、建設事業費分が４,

６２０万８千円の減となります。 

また、各市町の分担金の算出根拠でございますが、まず、経常経費分につきましてご説明いたします。 

別添の「議案第３号 補助資料１－１」と「補助資料１－２」を比較しながらご覧ください。 

１－１が補正後の予算額、１－２が当初の予算額となります。 

１－１の上段の表、①の歳出予算額につきまして、人口割合費分が１千円減で５,８１４万８千円とな

り、処理割合費分が８９２万６千円増で１億７,３５９万５千円となります。 

②の特定財源の歳入予算額については変更がなく、①から②を差し引いた一般財源の歳出予算額は、③

のとおりとなり、その割合は、④のとおり「人口割合費」が１.２％減の２７.０%、「処理割合費」が１.
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２％増の７３.０％となります。 

また、③の一般財源の歳出予算額から、⑤の一般財源の歳入予算額９９２万６千円を④の割合で分け、

それぞれ差し引くと、経常経費分の分担金額は、「人口割合費」が⑥のとおり５,５４２万７千円で、「処

理割合費」が⑦のとおり１億４,９９５万６千円となります。 

⑥の人口割合費と、⑦の処理割合費の分担金額を、下段の表により、印西市と栄町の、人口及び処理量

の割合でそれぞれ按分した結果、合計で、印西市分が５千円減の１億７,８５８万９千円、栄町分が４千

円増の２,６７９万４千円となる計算でございます。 

次に、建設事業費分につきまして、「補助資料２」をご覧ください。 

上段の表でございますが、初めに、建設事業に係る費用は、４,２０６万７千円減の２億１,７１８万４

千円となります。 

そこから、財源である国庫補助金の額が、１,７４５万９千円減の４,２７１万円、起債額が、２,１６

０万円増の１億４,０４０万円、それらを除いたものが分担金の総額で、４,６２０万８千円減の３,４０

７万４千円となります。 

この建設事業費分の分担金額を下段の表で按分いたしますと、印西市の金額が２,９９１万７千円、栄

町が４１５万７千円となります。 

衛生費分担金の説明については、以上でございます。 

それでは、８ページに戻りまして、３款「国庫支出金」、１項「国庫補助金」でございますが、１目「衛

生費国庫補助金」を１,７４５万９千円減額し、４,２７１万円とするものでございます。 

こちらは、次期し尿処理施設建設事業に係る国からの交付金で、建設工事の詳細設計が出来上がり、交

付金の対象額が定まったことに伴い、減額するものでございます。 

次に、５款「繰越金」、１項「繰越金」でございますが、１目「繰越金」を８９２万６千円増額し、９

９２万６千円とするものでございます。 

こちらは、令和５年度歳入歳出決算により生じる剰余金９９２万６,３８０円を令和６年度に繰り越す

ことから、当初予算の１００万円を差し引いた８９２万６千円を増額するものでございます。 

９ページをご覧ください。 

７款「組合債」、１項「組合債」でございますが、１目「衛生債」を２,１６０万円増額し、１億４,０

４０万円とするものでございます。 

こちらは、次期し尿処理施設建設事業に係る借入金で、建設工事の詳細設計により起債対象額が定まっ

たことに伴い、起債額を増額するものでございます。 

次に、１０ページ、歳出をご覧ください。 

３款「衛生費」、１項「清掃費」、１目「し尿処理費」でございます。 

まず、１２節「委託料」２２５万１千円の減額でございますが、こちらは、次期し尿処理施設建設事業

に係る施工監理等業務委託契約の年割額の変更によるものと、汚泥再生処理センター管理運営方式検討

業務委託契約の契約差額によるものでございます。 

次に、１３節「使用料及び賃借料」１万１千円の増額でございますが、視察等の実施により有料道路通

行料を増額するものでございます。 

次に、１４節「工事請負費」３,９７９万８千円の減額でございますが、建設工事の詳細設計が出来上

がり、各年度の請負金額が定まったことにより、減額するものでございます。 

次に、１８節「負担金、補助及び交付金」３万９千円の増額でございますが、本施設から排出する脱水

汚泥を資源化する委託業者の所在する鹿嶋市への当市条例に基づく環境保全協力金による増でございま
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す。 

次に、２４節「積立金」８８７万６千円の増額でございますが、令和５年度からの繰越金の一部を積み

立てるものでございます。 

なお、別紙の補助資料３－１と補助資料３－２につきましては、当初予算額との増減理由などについ

て、記載したものでございます。 

以上、議案第３号、令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第１号）の説明とさせていただき

ます。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第３号を採決いたします。 

議案第３号「令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算第１号」を、原案のとおり決定することに

賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、議案第３号「令和６年度印西地区衛生組合一般会計補正予算第１号」は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎議案第４号 

○議長 

日程第１０、議案第４号「汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について」を議題とし、本案

について提案理由の説明を求めます。 

○ 

はい、議長。 

○議長 
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伊藤事務局長。 

○ 

それでは、議案第４号、汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について、提案理由並びに内容

の説明をさせていただきます。 

始めに、提案理由でございますが、基礎工法の変更及び浸水対策の追加による設計変更に伴い、契約の

相手方であるクボタ環境エンジニアリング株式会社との契約金額を２,７５０万円増額するものでござ

います。 

補助資料をご覧ください。 

変更の理由について具体的に申し上げますと、まず、基礎工法の変更につきましては、建設工事の発注

時、組合では、平成１９年度に別の工事で行ったボーリング調査の結果を踏まえ、支持層の深さを約１４

ｍといたしましたが、契約後に工事請負業者が改めて行ったボーリング調査において、支持層の深さが約

３３ｍであったことにより、工法の変更が生じ、工事費用が増額となるものでございます。 

また、浸水対策の追加につきましては、詳細設計において、利根川が決壊した場合の浸水対策について、

工事請負業者から協議があり、組合として、利根川決壊の万一に備え、地下ポンプ室への浸水抑制等の対

策を講じることで、早期復旧が可能となるよう、その対策に係る工事費用を追加するものでございます。 

続きまして、内容についてご説明させていただきます。 

現在、契約金額につきましては、総額が１９億１,９５０万円でございますが、そちらを２,７５０万円

増額し、１９億４,７００万円とするものでございます。 

なお、詳細設計が出来上がったことに伴い、各年度の年割額についても、併せて、変更するものでござ

います。 

以上、議案第４号、汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更についての説明とさせていただきま

す。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第４号を採決いたします。 

議案第４号「汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について」を、原案のとおり決定すること

に賛成の方は、挙手を願います。 



- 13 - 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、議案第４号「汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について」は、原案のとおり可決

されました。 

ここで、小野寺代表監査委員の出席を求めることといたします。 

 

◎認定第１号 

○議長 

日程第１１、認定第１号「令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題

とし、本案について提案理由の説明を求めます。 

○ 

はい、議長。 

○議長 

伊藤事務局長。 

○ 

それでは、令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の内容について、ご説明いたします。 

始めに、１ページをお開きください。決算総括表でございます。 

決算額につきまして、歳入総額が３億１,６９５万８,２２８円、歳出総額が２億８,８０２万２,４１８

円となり、予算額に対する決算額の比率は、歳入が１００.２５％、歳出が９１.０９％で、差引残高、２,

８９３万５,８１０円となっております。 

７ページをお開きください。 

予算執行の内容について、歳入歳出決算事項別明細書によりご説明いたします。 

まず、歳入でございますが、１款「分担金及び負担金」について、収入済額２億４,５０５万７千円の

うち、経常経費分につきましては、「印西市負担金」は、１億４,２６９万７千円、負担割合８６.３％、

「栄町負担金」は、２,２６２万３千円、負担割合１３.７％となっております。 

建設事業費分につきましては、「印西市負担金」は、６,９２９万１千円、負担割合８６.９％、「栄町負

担金」は、１,０４４万６千円、負担割合１３.１％となっております。 

２款「使用料及び手数料」について、収入済額１,６８１万１,１５４円のうち、印西市許可業者４社で

１,４６４万５,７５０円、割合８７.１％、栄町許可業者３社で２１６万５,４０４円、割合１２.９％と

なっております。 

３款「国庫支出金」は、決算額はございませんでした。 

４款「財産収入」について、収入済額７８０円は、施設整備事業基金の預金利子でございます。 

５款「繰越金」について、収入済額９６５万０,２７０円は、令和４年度からの繰越金でございます。 

８ページに移りまして、６款「諸収入」について、収入済額１２万８,０２４円のうち、１項「組合預

金利子」は、０円でございます。 

２項「雑入」の１２万８,０２４円の内訳につきましては、放射能損害賠償金６万６千円、個人負担分

の雇用保険料３万１,３２３円、保険事務手数料２万４,６７３円、地方公務員災害補償基金負担金還付金
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６,０２８円となっております。 

７款「組合債」について、収入済額２,７００万円は、次期し尿処理施設建設事業債として、次期し尿

処理施設建設事業に要する費用の一部について、国の「財政融資資金」からの借入れをおこなったもので

ございます。 

８款「繰入金」について、収入済額１,８３１万１千円は、「次期し尿処理施設建設事業に係る旧し尿処

理施設解体工事」の契約変更に伴う契約金額の増額分に充てるため、施設整備事業基金を取り崩したもの

でございます。 

以上、歳入全体では、予算現額、３億１,６１８万３千円に対し、収入済額、３億１,６９５円８,２２

８円となっております。 

続いて、歳出を説明いたします。 

９ページをお開きください。 

１款「議会費」について、支出済額２４万４,３４０円は、議員の皆様への報酬でございます。 

２款「総務費」、１項「総務管理費」ですが、１節「報酬」について、支出済額１３万３千円は、管理

者及び副管理者の報酬でございます。 

２節「給料」、支出済額２,１９５万８,２６２円、３節「職員手当等」、支出済額１,１５０万７,７９８

円、４節「共済費」、支出済額１,２３８万９,７２３円につきましては、一般職６名分の「人件費」及び

「共済費」でございます。 

８節「旅費」について、支出済額１万６,８２０円は、職員の研修や説明会参加に係る交通費でござい

ます。 

９節「交際費」について、支出済額６,０２４円は、前任の代表監査委員への退任に際しての花束等の

謝礼でございます。 

１０節「需用費」について、支出済額は、１３７万５,８５９円は、主な内容として、「消耗品費」が、

コピー代、コピー用紙、事務用品の購入等に要した経費で、５９万２,３８２円、「燃料費」が、公用車の

燃料代で、３万８,３１７円、「光熱水費」が、ガス代の経費で、２万０,２１５円、「修繕料」が、公用車

の点検修理、トラックスケールの整備に要した経費で、合わせて７２万４,９４５円となっております。 

１１節「役務費」について、支出済額６２万５,８４３円は、「通信運搬費」が、電話料金やインターネ

ット利用料で３６万９,２５６円、「保険料」が、建物や自動車の損害保険の加入費用で、２３万８,２５

７円、「手数料」が、電子証明書、ＩＣカード手数料及び廃棄文書の処理手数料で、１万８,３３０円とな

っております。 

１０ページに移りまして、１２節「委託料」について、支出済額３４８万５,５３０円は、組合業務の

運営等に係る各種委託料でございます。 

１３節「使用料及び賃借料」について、支出済額１３８万３,９２５円は、事務処理に係るパソコンや

各種システムの使用料、自動車や消火器の借上料などでございます。 

１７節「備品購入費」について、支出済額１６万５,３３０円は、「新型コロナウイルス感染症対策備品」

として、加湿空気清浄機、「文書等管理用備品」として、スチール印鑑箱や耐火金庫などを、それぞれ購

入したことに要した経費です。 

１８節「負担金、補助及び交付金」について、支出済額３万７千円は、千葉県市町村総合事務組合に対

する「公平委員会負担金」及び「非常勤職員公務災害補償負担金」並びに千葉県環境衛生促進協議会に対

する負担金に要した費用でございます。 

２項「監査委員費」について、支出済額６万０,３５３円は、監査委員２名の「監査委員報酬」でござ
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います。 

次に、１１ページをご覧ください。３款「衛生費」でございますが、２節「給料」、支出済額６６０万

３,１２０円、３節「職員手当等」、支出済額３７０万０,８３７円、４節「共済費」、１６３万８,２７９

円で、こちらは、管理係職員２名分の「人件費」及び「共済費」でございます。 

１０節「需用費」について、支出済額７,１７４万２,７５１円は、「消耗品費」が、施設の運転管理に

関する消耗品の購入に要した費用で２５万６,５８１円、「光熱水費」が、施設の運転管理に要した電気料

金及び水道料金で１,４３２万０,００６円、「修繕料」が、各種設備の定期修繕による施設機器整備と緊

急修繕に要した費用で、４,７２５万６千円、「薬品費」が、処理工程で必要となる工業薬品の購入に要し

た費用で、９９１万０,１６４円となっております。 

１２節「委託料」について、支出済額４,２２２万９,５７１円は、現し尿処理施設の運転や次期し尿処

理施設の建設等に係る各種委託料でございます。 

１３節「使用料及び賃借料」について、支出済額１万８,５６０円は、汚泥処分先の現地確認等に要し

た「有料道路通行料」でございます。 

１４節「工事請負費」について、支出済額９,５６２万８千円は、旧し尿処理施設解体工事の工事費用

でございます。 

１８節「負担金、補助及び交付金」について、支出済額６４０万４,６１６円は、沈砂の最終処分先で

ある北茨城市へ支払う「環境保全及び公害防止対策負担金」として４千円、次期し尿処理施設建設事業に

係る地元振興策負担金として６４０万０,６１６円となっています。 

なお、地元振興策負担金のうち、繰越明許費１,１９９万円、事故繰越し７０１万９,４３０円は、令和

６年度へ繰り越したもので、本日、報告第１号、報告第２号でご報告したものでございます。 

２４節「積立金」について、支出済額４３９万１,７８０円は、令和４年度剰余金を積み立てたもので

ございます。 

４款「公債費」について、支出済額２２７万５,０９７円は、平成２６年度のトラックスケール設置、 

及び令和４年度の旧し尿処理施設解体工事の際、借り入れをした地方債の償還に係るものでございま

す。 

平成２６年度借入の元金分で１３８万７,３８９円、平成２６年度及び令和４年度借入の利子分で８８

万７,７０８円となっています。 

５款「予備費」の支出はございません。 

以上、歳出全体では、予算現額３億１,６１８万３千円に対し、支出済額２億８,８０２万２,４１８円

で、繰越明許費が１,１９９万円、事故繰越しが７０１万９,４３０円、不用額は９１５万１,１５２円で

ございます。 

続いて、１３ページをお開きください。 

「実質収支に関する調書」でございます。 

歳入歳出差引額は、２,８９３万５千円で、そのうち、翌年度へ繰り越すべき財源１,９００万９千円を

差し引いた実質収支額は、９９２万６千円でございます。 

最後に１４ページをお開きください。 

「財産に関する調書」でございます。１、公有財産ですが、土地（地積）については、「普通財産」と

なっていた５３１.７２平方メートルについて、行政財産へ種別替えを行ったものでございます。 

こちらは、組合出入口付近の法面等の一部の土地ですが、栄町から、平成２８年３月３１日に購入した

もので、現状、組合のし尿処理施設用地の一体として活用しておりますので、実態に即し、行政財産に移
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行したものでございます。 

続いて、２、「基金」は、「施設整備事業基金」の決算年度中増減高は、マイナス１,３９１万９,２２０

円で、主に、令和５年度において、旧し尿処理施設解体工事費の増に伴い、取り崩したものでございます。 

以上、令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 

○議長 

説明が終わりましたので、ここで決算審査について、代表監査委員に報告を求めます。 

小野寺代表監査委員。 

○代表監査委員 

代表監査委員の小野寺でございます。 

それでは、私の方から、令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算審査について、ご報告申し

上げます。 

地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付されました、令和５年度印西地区衛生組合一般会

計歳入歳出決算につきましては、去る８月２３日に、歳入歳出決算書及び同事項別明細書、実質収支に係

る調所等について、関係諸帳簿の調査及び職員から徴取し、櫻井監査委員とともに、当組合会議室にて審

査を行いました。 

審査の結果、歳入歳出決算は、関係法令に準拠して作成されており、証拠書類との確認の結果、計数は

正確であり、その収支はそれぞれ適正に表示されているものと認められました。 

全般的には、経費の節減が図られており、組合の事業運営及び施設の維持管理が計画的・効率的に行わ

れたことを確認いたしました。 

現在、進められている次期し尿処理施設建設事業におかれましては、引き続き関係市町の理解のもと、

施工監理業者による専門的知見を交え、滞りなく本工事を完成されるよう期待します。 

以上で、審査報告を終わります。 

○議長 

報告が終わりましたので、これより、歳入・歳出ごとに質疑を行います。 

始めに歳入についての質疑を行います。 

７ページから８ページの一般会計歳入歳出決算事項別明細書の、１款「分担金及び負担金」から８款

「繰入金」までについて、質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。 

次に、９ページから１０ページの歳出、１款「議会費」、２款「総務費」について、質疑はございませ

んか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。 

次に、１１ページから１２ページの歳出、３款「衛生費」、４款「公債費」、５款「予備費」について、
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質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、認定第１号を採決いたします。 

認定第１号「令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について」を原案のとおり認定

することに賛成の方は挙手を願います。 

 

〔全員 挙手〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、認定第１号「令和５年度印西地区衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について」は、原案の

とおり認定されました。 

ここで、小野寺代表監査委員には退席をしていただきます。 

 

◎発議案第１号 

○議長 

日程第１２、発議案第１号「印西地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例」を議題とし、本案について提案理由の説明を求めます。 

○５番 

はい。 

○議長 

５番、    議員。 

○５番 

５番議員、    です。 

発議案第１号、印西地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げます。 

本議案につきましては、      とともに提出するものです。 

第２０８回、国会において「刑法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、懲役及び禁錮が廃

止され、これらに代えて拘禁刑が創設されました。 

これにより、本条例において所要の改正を行うものです。 
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具体的には、条文中の「懲役」を「拘禁刑」に改めるものです。 

内容につきましては、お手元に配布させていただきましたとおりとなります。 

なお、施行期日につきましては、「刑法等の一部を改正する法律」の施行日である令和７年６月１日か

らとしております。 

議員各位のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長 

「討論なし」と認めます。これにて討論を終わります。 

これより、発議案第１号を採決いたします。 

発議案第１号「印西地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」を原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長 

挙手全員。 

よって、発議案第１号「印西地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎閉 会  午後４時２７分 

○議長 

以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。 

本日の会議を閉じます。 

これをもって、令和６年第２回印西地区衛生組合議会定例会を閉会といたします。 

なお、執行部におかれましては、本日の議決結果を速やかに執行されますようお願いいたします。 

それでは、皆様、お疲れ様でした。 
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 上記会議録を証するため、下記署名いたします。 

 

 

令和  ６年１２月  ４日 


